
 

 

   

 

〇 次のイベント等は中止します。 

 
 
 
 
 
 
１．目的 

 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う影響によって業績が悪化している町内事業者

の雇用に係る負担の軽減を図るとともに本町経済の安定と地域活力の維持・増進を目的

に、小規模な事業所を対象とし、支援給付金を給付します。 

２．給付金の概要 

町内で商工業等を営む正規雇用者数 20名以下の小規模な事業所において、対象とする

月の売上額が、前年同月比 15％以上の減少となっている場合に、その事業者の規模に応

じ、支援給付金を給付します。 

なお、詳細については、以下のとおりとなります。 

補助判定月 
令和 2年 11月から令和 3年 2月までのうち一月でも前年同月比で下記

の減少率となる場合 

補助対象業種 
商工会法第 2条に定める「商工業者」を対象とします。 

なお、医療、福祉（大分類Ｐ）についても、対象とします。 

減少率 補助判定月のうち一月でも前年同月比 15％以上 

給付額 

従業員数 1～10人：一律 20万円 

従業員数 11～20人：一律 30万円 

※ 従業員数には、パートタイム労働者は含めません。 

３．申請スケジュール 

（１）受付期間：令和 3年 3月 1日～令和 3年 5月 31日 

※ 最終給付は 6月 10日を予定しています。 

（２）受付場所：産業課商工交流係 

（３）受付方法：お電話にて事前予約をお願いします。 

（４）申請書配布場所：川俣町役場、川俣町商工会、町内の各金融機関 

 

 

 

新型コロナワクチン接種のクーポン券は 65歳以上の方へ 4月中旬に発送しワクチン接種

開始は５月中旬の予定です。65歳未満の方への発送は決定しだいお知らせします。 

クーポン券に次のものを同封しますので、お手元に届きましたらご確認ください。 

① 新型コロナワクチン接種についての説明書（日時・会場・予約方法等） 

② クーポン券（接種券・予防接種済証） 

③ 予診票（２枚） 

④ 新型コロナワクチン接種のお知らせ 

⑤ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書（ファイザー社製） 

⑥ ウェブ予約（インターネットを利用してパソコンやスマホから予約をする）のお知らせ 

その他、東日本大震災により避難されている方へは「住所地外接種券届出証」を同封します。 

 

イ べ ン ト 等 名 内容 開 催 日 時 問い合わせ先 会場名 

春日の宮の苗木市 
中
止 ４月２９日（木），３０日（金） 

川俣町商工会 
０２４-５６５-２３７７ 

春日神社 

川俣町新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ 

令和３年４月１日発行 Ｎｏ．１８              【連絡先：川俣町役場 ５６６－２１１１】 
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新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接 種 に つ い て 
【問い合わせ先：保健福祉課健康増進係 内線２２０１】 

川俣町新型コロナウイルス感染症緊急対策事業者支援給付金について 
【問い合わせ先：産業課商工交流係 内線 1５０４・1５０５】 



 

 

 
 
 

令和3年2月13日の地震により住家などに被害を受けた方を対象に、罹災証明書および

被災証明書を発行します。 

※ 証明書は、町で災害復旧を担うことを認めるためのものではありません。早急な応急

処置等は各自ご対応願います。 

 また、被害状況の確認ができるよう写真等の記録を残していただきますようお願いします。 

 

 

 地震や台風などの自然災害により、居住の実態がある家屋が被害を受けた場合、被災者か
らの申請に基づき町が被害の程度を認定して発行する証明書です。 

 

 

 罹災証明書に該当しないものを対象とし、それらが被害を受け保険等の手続きに必要な場
合被災者からの申請に基づき町が発行する証明書です。具体的には、通常は居住の実態がな
い家屋や事務所、門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車、敷地、その他があります。 

 

 

被災状況の確認できる写真等 

 

 

 

 令和元年東日本台風により被災した宅地及び農地等の復旧事業に係る「宅地関連災害復旧事

業費補助金」及び「農地、農業用施設災害復旧事業補助金」については、申請期限が延長され

ました。詳細については、お問合せください。 

 

 

 宅地関連災害復旧事業費補助金：総務課消防交通係 内線１１０６・１０５２ 

 農地、農業用施設災害復旧事業補助金：産業課農業振興係 内線１５０３ 

 

 

 

※ 各里山とも常時登山は可能です。また、登山の際は、新型コロナウイルス感染症対策を  

お願いします。 

※ 予定が変更となる場合がございますことご了承願います。なお、最新の情報は町ホーム

ページをご参照ください。 

名   称 日  時 場  所 
安全
祈願 

開会式 記念品 
振る
舞い 

長寿山・太郎坊山 
山開きと桜まつり 

令和３年４月１７日（土）
午前９時から 

長寿山登山口 
（憩いの森） 

〇 × 〇 × 

女神山山開き 
令和３年４月１８日（日）
午前８時３０分から 

秋山地区集会所 × × 〇 × 

花塚山山開き 
令和３年４月２５日（日）
午前９時から 

放鹿神社前 〇 × × × 

福沢羽山山開き 中     止 × × × × 

口太山山開き 
令和３年５月９日（日） 
午前８時３０分から 

口太山登山口 × 〇 × × 
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里 山 山 開 き オ ー プ ニ ン グ イ ベ ン ト 情 報 
【問い合わせ先：産業課商工交流係 内線 1５０４・1５０５】 

「 罹 災 証 明 書 」 お よ び 「 被 災 証 明 書 」 に つ い て 
【問い合わせ先：総務課消防交通係 内線 1１0６】 

「 罹 災 証 明 書 」 と は 

「 被 災 証 明 書 」 と は 

申 請 に 必 要 な も の 

お 問 い 合 わ せ ・ 申 請 窓 口 

災 害 復 旧 事 業 補 助 金 に つ い て 
【問い合わせ先：下記をご参照ください】 



 

  



 

下記の各項目は、クーポン券に同封した説明書をよく読んでご確認ください。 
 

 

予診票の内容についてお知らせします。３ページの見本を参考にしてください。 
接種当日は、事前に記入して接種会場へお越しください。 
質問項目に「その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われま

したか。」というところがありますので、かかりつけ医のいる方は事前にかかりつけ医に相
談してください。 

 

 
接種は、住民票のある市町村の会場で受けることになっています。 
住所地外の接種会場で受ける場合（単身赴任者や住所地以外に居住している学生等）は、

事前に「住所地外接種届出済証」の申請が必要です。 
申請後「住所地外接種届出済証」を発行しますので、接種会場へ持参してください。 
ただし、次の場合は届出を省略することができます。 

 ・ 入院、入所している方、災害による被災者など 
 ・ 基礎疾患のある方が住所地外のかかりつけ医で接種する場合 

 

 

一人２回の接種（上腕への筋肉注射。下着は半そでなど、腕を出しやすい服装でお越しく
ださい。） 

１回目は、ファイザー社製のワクチンの予定ですので、１回目の接種から３週間後に２回
目を接種します。 

 

 

① クーポン券（接種券等） 
② 本人確認書類（運転免許証、健康保険証等） 
③ 予診票 
※ 忘れた場合は接種を受けることができません。 

 

 

無料です。 

 

 

〇 会場：川俣町保健センター（集団接種） 

※ 指定医療機関での個別接種は、ワクチンの供給状況が安定してから開始します。 

 

 

国は、新型コロナワクチンの接種を国民の皆さまに受けていただくよう勧めていますが、
接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行
われます。かかりつけ医がある方は、事前にかかりつけ医に相談をしましょう。 

 

 

① 明らかに発熱がある  
② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方 
③ すでにコロナワクチン接種を受けているため受ける必要がない方 
④ 新型コロナワクチン接種の接種液の成分によってアナフィラキシー（アレルギーの反

応）を起こしたことがある方 
⑤ 上記のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方 

 

 

クーポン券に説明書（ファイザー社製）を同封しますので、よく読んでください。 

接 種 場 所 に つ い て 

接 種 当 日 の 持 ち 物 

接 種 費 用 

接 種 を 受 け る 際 の 同 意 

接 種 を 受 け る こ と が で き な い 方 

接 種 の 注 意 点 ・ 副 反 応 

接 種 回 数 と 接 種 の 間 隔 

住 所 地 外 接 種 に つ い て （※クーポン券が届いてから申請） 

予 診 票 に つ い て 

２ 

 


